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大
妻
国
文
　
第
46
号
　
二
〇
一
五
年
三
月

九
七

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

─
「
少
國
民
新
聞
」（
東
日
版
）
に
お
け
る
読
者
投
稿
作
品
の
位
相
と
展
開
（
一
一
）
─

熊　
　

木　
　
　
　
　

哲

　

前
稿
「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
二
）（「
大
妻
女
子
大
学
紀
要
・
文
系
」
第
四
十
七
号
、
平
成
二
十
七
年
〔
二
○

一
五
〕
三
月
）
で
は
、「
少
國
民
新
聞
」
の
昭
和
十
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
「
詩
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
、「
少
國
民
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
昭
和
十
七
年
の
「
書
方
」
の
う
ち
、
第
一
四
半
期
（
一
月
〜
三
月
）
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

　

な
お
、
昭
和
十
六
年
四
月
か
ら
、
尋
常
小
学
校
は
国
民
学
校
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
国
語
科
に
属
し
て
い
た
「
書
方
」
は
、「
芸
能
科
習
字
」
と

な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、「
書
方
」
を
踏
襲
す
る
。

引
用
に
際
し
て
は
、
固
有
名
詞
及
び
「
書
方
」
作
品
を
除
い
て
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
改
行
も
適
宜
改
め
た
。

　

前
稿
同
様
、
作
者
に
つ
い
て
は
、
在
籍
校
名
・
在
学
年
・
性
別
を
記
す
に
と
ど
め
た
。
在
学
年
次
の
う
ち
「
高
一
」「
高
二
」
は
高
等
科
一
年
、

二
年
を
示
す
。



九
八

一　

昭
和
十
七
年
の
「
書
方
」
作
品
の
展
開

　

昭
和
十
七
年
の
検
討
対
象
は
、
一
月
一
日
（
木
・
第
一
六
四
二
号
）
か
ら
十
二
月
三
十
日
（
水
・
第
一
九
五
一
号
）
ま
で
の
、
毎
週
月
曜
日

の
休
刊
日
を
除
い
た
三
一
〇
日
分
で
あ
る
が
、
毎
週
以
外
の
休
刊
日
が
二
日
（
四
月
四
日
・
土
、
九
月
二
十
五
日
・
金
）
あ
り
、
国
会
図
書
館

蔵
「
少
國
民
新
聞
」
は
、
二
月
二
十
日
（
金
・
第
一
六
八
五
号
）、
五
月
七
日
（
木
・
第
一
七
四
九
号
）、
五
月
三
十
一
日
（
日
・
第
一
七
七
〇

号
）、
十
二
月
十
九
日
（
土
・
第
一
九
四
二
号
）
の
四
日
分
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
「
欠
」
で
あ
り
、
検
討
対
象
は
三
〇
四
日
分
。

昭
和
十
七
年
、「
書
方
」
の
掲
載
数
は
五
八
六
作
品
。

内
訳
は
、
第
一
四
半
期
が
二
六
六
作
品
。

　
　
　
　

第
二
四
半
期
が
一
二
三
作
品
。

　
　
　
　

第
三
四
半
期
が　

八
六
作
品
。

　
　
　
　

第
四
四
半
期
が
一
一
一
作
品
。

　

昭
和
十
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
「
書
方
」
五
八
六
作
品
の
う
ち
、
作
品
の
字
句
に
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
の
は
八
七
作
品
（
約
一
四
・
八

五
％
）。

　

内
訳
は
、
第
一
四
半
期
で
は
二
六
六
作
品
中
三
四
（
約
一
二
・
七
九
％
）。

　
　
　
　
　

第
二
四
半
期
で
は
一
二
三
作
品
中
一
六
（
約
一
三
・
〇
一
％
）。

　
　
　
　
　

第
三
四
半
期
で
は　

八
六
作
品
中
一
三
（
約
一
五
・
一
二
％
）。



九
九

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

　
　
　
　
　

第
四
四
半
期
で
は
一
一
一
作
品
中
二
四
（
約
二
一
・
六
二
％
）。

　
「
書
方
」
作
品
の
字
句
に
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
作
品
が
占
め
る
傾
向
が
、
第
一
四
半
期
か
ら
第
四
四
半
期
へ
の
展
開
の
中
で
、
右
肩
上
が

り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

因
み
に
、「
東
日
小
学
生
新
聞
」
の
発
行
さ
れ
た
昭
和
十
二
年
か
ら
十
七
年
に
お
け
る
「
書
方
」
作
品
の
内
容
に
「
戦
時
下
」
色
を
字
句
と
す

る
作
品
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

昭
和
十
二
年
は
、 	

六
九
五
作
品
中
一
八	（
約　

二
・
五
八
％
）。

昭
和
十
三
年
は
、 	

九
一
九
作
品
中
四
一	（
約　

四
・
四
六
％
）。

昭
和
十
四
年
は
、
一	

〇
九
三
作
品
中
六
四	（
約　

五
・
八
五
％
）。

昭
和
十
五
年
は
、 	

九
一
七
作
品
中
九
七	（
約
一
〇
・
五
七
％
）。

昭
和
十
六
年
は
、
一	

〇
七
九
作
品
中
八
八	（
約　

八
・
一
五
％
）。

昭
和
十
七
年
は
、 	

五
八
六
作
品
中
八
七	（
約
一
四
・
八
五
％
）。

　

十
七
年
の
「
書
方
」
は
、
掲
載
数
が
昭
和
十
二
年
以
降
の
最
少
で
あ
り
、
前
年
の
約
五
四
・
三
％
に
激
減
し
た
が
、
一
方
、「
戦
時
下
」
色
を

内
容
と
す
る
字
句
の
作
品
掲
載
率
は
六
・
五
％
増
加
し
、
昭
和
十
二
年
以
降
の
最
大
と
な
っ
た
。

　

十
七
年
一
年
間
に
、
複
数
の
「
書
方
」
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
児
童
は
、
福
島
県
平
市
第
二
校
女
子
の
二
一
作
品
。
四
・
五
年
生
に
か
け
て
の

掲
載
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
二
年
生
と
三
年
生
と
す
る
作
品
が
あ
り
、
誤
記
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
除
く
と
一
九
作
品
。

　

八
作
品
の
掲
載
は
、
同
じ
平
市
第
二
校
女
子
で
二
・
三
年
生
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
五
年
生
と
六
年
生
と
す
る
作
品
が
あ
り
、
こ
れ
も



一
〇
〇

誤
記
か
と
推
測
す
る
が
、
そ
れ
を
除
く
と
六
作
品
と
な
る
。

　

七
作
品
の
掲
載
が
、
や
は
り
、
同
じ
平
市
第
二
校
一
・
二
年
生
女
子
。
学
年
が
ま
た
が
る
の
は
、
第
二
四
半
期
の
四
月
か
ら
進
級
す
る
こ
と

に
よ
る
。

　

四
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
児
童
は
五
名
で
あ
っ
た
。

　

三
作
品
が
九
名
、
二
作
品
が
五
二
名
で
あ
っ
た
。

　

十
七
年
に
複
数
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
国
民
学
校
は
、
二
作
品
が
四
〇
校
、
三
作
品
が
二
〇
校
、
四
作
品
が
九
校
。

　

五
作
品
は
、
秋
田
県
駒
形
校
（
四
年
四
人
で
四
作
品
、
高
一
が
一
作
品
）。

　

六
作
品
は
二
校
。
千
葉
県
野
田
校
（
三
年
二
人
、
四
年
一
人
、
五
年
二
人
、
六
年
一
人
）、
千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
校
（
一
年
一
人
、
五
年
三

人
、
六
年
二
人
）。

　

七
作
品
は
、
二
校
。
群
馬
県
伊
勢
崎
市
北
校
（
二
年
一
人
二
作
品
、
五
年
一
人
四
作
品
、
六
年
一
作
品
）、
神
奈
川
県
横
浜
市
平
安
校
（
二
年

二
作
品
が
二
人
、
二
年
で
三
作
品
一
人
）。

　

九
作
品
は
、
秋
田
県
富
根
校
（
六
年
六
人
、
四
作
品
一
人
、
二
作
品
一
人
、
一
作
品
三
人
）。

　

一
一
作
品
は
、
静
岡
県
大
宮
校
（
二
年
六
作
品
六
人
、
三
年
一
人
四
作
品
、
同
・
一
人
一
作
品
）。

　

最
も
多
い
三
七
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
、
福
島
県
平
市
第
二
校
（
二
年
一
人
で
七
作
品
、
三
年
一
人
で
七
作
品
、
五
年
一
人
で
二
一
作
品

と
一
作
品
二
人
）。
掲
載
さ
れ
た
児
童
は
限
ら
れ
て
お
り
、
在
籍
校
で
の
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
よ
り
、
児
童
個
人
の
投
稿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。

　

以
下
、
字
句
の
出
典
等
に
つ
い
て
は
、
水
島
修
三
著
『
習
字
精
義
』（
教
育
科
学
社
、
昭
和
一
六
・
八
、
以
下
『
習
字
精
義
』
と
記
す
。）
に

よ
っ
た
。



一
〇
一

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

二　

昭
和
十
七
年
第
一
四
半
期
の
時
局
柄
を
字
句
と
す
る
「
書
方
」

　

第
一
四
半
期
（
一
月
〜
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
書
方
」
は
二
六
六
作
品
。

　

こ
の
う
ち
、
作
品
の
字
句
に
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
の
は
、
三
四
作
品
で
あ
り
、
掲
載
率
は
約
一
二
・
七
九
％
に
な
る
。

　

以
下
、
作
品
の
字
句
を
、
便
宜
的
に
整
理
番
号
を
付
し
て
記
す
。

1　

一
億
の
推
進
力	

（
山
梨
県
韮
崎
校
六
男
子
、
一
月
二
日
・
金
、
第
一
六
四
三
号
）

2　

新
東
亜
建
設　
　

	

（
秋
田
県
醍
醐
校
高
二
男
子
、
同
右
）

3　

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ	

（
埼
玉
県
大
越
校
一
年
女
子
、
一
月
七
日
・
水
、
第
一
六
四
七
号
）

4　

大
東
亜
新
建
設	

（
東
京
市
滝
野
川
区
滝
野
川
西
校
高
二
女
子
、
一
月
九
日
・
金
、
第
一
六
四
九
号
）

5　

遺
家
族
へ
盡
せ
銃
後
の
赤
誠
を	

（
秋
田
県
金
浦
校
高
二
男
子
、
同
右
）

6　

魂
の
總
進
擊	

　
（
山
梨
県
韮
崎
校
六
男
子
、
一
月
十
七
日
・
土
、
第
一
六
五
六
号
）

7　

世
界
の
黎
明	

（
山
梨
県
韮
崎
校
六
男
子
、
一
月
二
十
二
日
・
木
、
第
一
六
六
〇
号
）

8　

七
生
以
報
君
恩	

　
（
千
葉
県
鴨
川
校
四
年
男
子
、
同
右
）

9　

大
東
亜
共
榮
圏	

（
宮
城
県
槻
木
校
高
一
男
子
、
一
月
二
十
五
日
・
日
、
第
一
六
六
三
号
）

10　

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ	
（
静
岡
県
静
岡
市
気
賀
校
一
年
女
子
、
一
月
三
十
日
・
金
、
第
一
六
六
七
号
）

11　

キ
ミ
ガ
ヨ	

（
東
京
市
渋
谷
区
笹
塚
校
一
年
女
子
、
二
月
一
日
・
日
、
第
一
六
六
九
号
）

12　

皇
祖
皇
宗
遺
訓	

（
群
馬
県
岩
島
校
高
二
女
子
、
二
月
六
日
・
金
、
第
一
六
七
三
号
）



一
〇
二

13　

皇
軍
武
運
長
久	

（
岩
手
県
盛
岡
市
桜
城
校
六
年
男
子
、
二
月
十
一
日
・
水
、
第
一
六
七
七
号
）

14　

八
紘
一
宇
東
亞
春
光　

	

（
秋
田
県
東
成
瀬
校
高
一
男
子
、
同
右
）

15　

萬
國
度
皇
風	

（
茨
城
県
志
士
庫
校
高
二
男
子
、
同
右
）

16　

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ	

（
福
島
県
平
市
第
二
校
一
年
女
子
、
二
月
十
五
日
・
日
、
第
一
六
八
一
号
）

17　

い
で
大
船
に
乗
出
し
て　

我
は
拾
わ
ん
海
の
富　

い
で
軍
艦
に
乗
り
組
み
て　

我
は
護
ら
ん
海
の
国

	

（
北
海
道
花
咲
校
六
年
女
子
、
二
月
十
七
日
・
火
、
第
一
六
八
二
号
）

18　

皇
朝
萬
葉
一
統	

（
東
京
市
神
田
区
小
川
校
五
年
男
子
、
二
月
二
十
二
日
・
日
、
第
一
六
八
七
号
）

19　

擧
國
一
致
藎
忠
報
國　

	

（
山
形
県
上
山
校
六
年
男
子
、
同
右
）

20　

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ	

　
　
　
（
静
岡
県
光
南
校
一
年
女
子
、
同
右
）

21　

新
秩
序
建
設	

（
茨
城
県
志
士
庫
校
高
二
、
同
右
）

22　

日
満
支
共
榮
圏	

（
茨
城
県
槻
木
校
三
年
女
子
、
二
月
二
十
四
日
・
火
、
第
一
六
八
八
号
）

23　

キ
ミ
ガ
ヨ	

（
東
京
市
赤
坂
区
赤
坂
校
一
年
女
子
、
三
月
十
五
日
・
日
、
第
一
七
〇
五
号
）

24　

大
空
あ
ら
わ
し　

	

　
（
静
岡
県
大
宮
校
二
年
男
子
、
同
右
）

25　

へ
い
た
い
さ
ん	

　
（
東
京
市
下
谷
区
龍
泉
校
二
年
男
子
、
三
月
十
八
日
・
水
、
第
一
七
〇
七
号
）

26　

か
ち
ど
き　

	

　
（
静
岡
県
佐
倉
校
二
年
女
子
、
同
右
）

27　

一
億
一
心
職
分
奉
公	
（
山
形
県
冨
本
第
一
校
高
二
男
子
、
三
月
二
十
日
・
金
、
第
一
七
〇
九
号
）

28　

防
火
防
犯
銃
後
の
務	
（
埼
玉
県
大
越
校
高
一
男
子
、
三
月
二
十
二
日
・
日
、
第
一
七
一
一
号
）

29　

戰
爭
軍
旗
大
砲　

	

　
（
秋
田
県
角
館
校
三
年
男
子
、
同
右
）

30　

ア
ラ
ワ
シ	

　
（
山
梨
県
小
立
校
一
年
男
子
、
同
右
）



一
〇
三

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

31　

大
東
亞
日
本
晴	

（
静
岡
県
二
俣
校
四
年
女
子
、
三
月
二
十
五
日
・
水
、
第
一
七
一
三
号
）

32　

戰
爭
軍
旗
大
砲	

（
福
島
県
郡
山
市
八
ッ
橋
校
五
年
男
子
、
三
月
二
十
七
日
・
金
、
第
一
七
一
五
号
）

33　

大
東
亞
日
本
晴	

　
　
　
（
静
岡
県
二
俣
校
四
年
男
子
、
三
月
二
十
八
日
・
土
、
第
一
七
一
六
号
）

34　

一
票
報
國
翼
賛
選
擧　

	

（
茨
城
県
那
珂
第
一
校
高
二
女
子
、
三
月
三
十
一
日
・
火
、
第
一
七
一
八
号
）

　

1
「
一
億
の
推
進
力
」
の
字
句
は
、
約
半
月
前
の
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
七
日
（
水
・
第
一
六
二
九
号
）
で
も
、
山
梨
県
英
校
六
年
女
子
の

作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　

昭
和
十
六
年
十
二
月
一
日
の
「
興
亜
奉
公
日
」
の
「
道
し
る
べ
」
が
「
一
億
前
進
の
誓
ひ
」
で
あ
り
、「
戦
ひ
に
勝
つ
に
は
、
ま
づ
一
億
の
国

民
が
一
人
残
ら
ず
そ
の
気
に
な
つ
て
立
ち
上
が
る
こ
と
が
絶
対
条
件
で
す
」（「
十
二
月
の
常
会
で
何
を
取
り
上
げ
る
か
」、「
週
報
」
第
二
六
八

号
・
昭
和
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
号
）
と
さ
れ
た
。「
一
億
の
推
進
力
」
は
、「
一
億
前
進
」
の
前
提
と
い
う
字
句
。

2
「
新
東
亜
建
設
」

4
「
大
東
亜
新
建
設
」

21
「
新
秩
序
建
設
」

27
「
一
億
一
心
職
分
奉
公
」

31
・
33 「
大
東
亞
日
本
晴
」

　

何
れ
も
、「
国
民
精
神
総
動
員
」
の
「
綱
領
」
に
関
連
し
て
の
字
句
。
昭
和
十
四
年
四
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
基
本
方
針
」
は
、
次

の
三
項
目
。

一　

肇
国
の
大
理
想
を
顕
揚
し
東
亜
新
秩
序
の
建
設
を
期
す
。



一
〇
四

二　

大
い
に
国
民
精
神
を
昂
揚
し
国
家
総
力
の
充
実
発
揮
を
期
す
。

三　

一
億
一
心
各
々
そ
の
業
務
に
精
励
し
奉
公
の
誠
を
致
さ
む
こ
と
を
期
す
。

　

31
・
33
は
、
静
岡
県
二
俣
校
四
年
の
女
子
と
男
子
の
作
品
。
学
級
で
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

　

3
・
10
・
16
・
20
「
ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ
」
は
、「
国
民
学
校
」
芸
能
科
「
習
字
」
の
一
年
生
第
八
教
材
で
一
月
の
教
材
字
句
。「
尋
常
小
学
校
」

の
「
書
方
」
一
年
に
は
見
え
な
い
字
句
で
、
時
局
を
反
映
さ
せ
た
も
の
。

　

5
「
遺
家
族
へ
盡
せ
銃
後
の
赤
誠
を
」
は
、「
一
億
国
民
が
常
に
唱
へ
る
銃
後
奉
公
の
誓
」
を
内
容
と
す
る
字
句
。

　

こ
の
「
誓
」
は
、「
少
國
民
新
聞
」
昭
和
十
六
年
九
月
十
三
日
第
二
面
（
土
・
第
一
五
四
九
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

　

軍
事
保
護
院
で
は
、
文
壇
の
大
家
菊
池
寛
先
生
、
山
本
有
三
先
生
、
吉
川
英
治
先
生
等
に
お
願
ひ
し
て
、
一
億
国
民
の
銃
後
奉
公
の
誓

を
作
つ
て
い
た
ゞ
い
て
ゐ
ま
し
た
が
、
十
二
日
で
き
上
り
発
表
し
ま
し
た
。
内
務
省
と
軍
事
保
護
院
で
は
、
さ
つ
そ
く
地
方
長
官
に
知
ら

せ
、
全
国
の
隣
組
常
会
や
部
落
会
を
は
じ
め
、
国
民
学
校
な
ど
に
く
ば
り
、
朗
唱
さ
せ
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。

　
　

銃
後
奉
公
の
誓

皇
室
の
も
と
、
一
億
一
家
、
心
と
心
、
力
と
力
と
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
銃
後
を
守
り
か
た
め
ま
す
。

朝
夕
に
皇
軍
の
苦
労
を
お
も
ひ
、
戦
線
に
送
る
銃
後
の
真
心
と
し
て
、
慰
問
文
や
慰
問
袋
と
を
絶
や
さ
ぬ
や
う
に
致
し
ま
す
。
そ
の
留
守

宅
の
力
に
も
な
り
ま
せ
う
。

遺
族
の
家
を
護
り
合
つ
て
、
英
霊
の
忠
誠
に
お
こ
た
へ
申
し
ま
す
。
傷
痍
軍
人
に
は
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
、
そ
の
再
起
奉
公
に
力
を
添

へ
ま
せ
う
。

銃
後
も
国
防
の
第
一
線
、
元
気
に
む
つ
ま
じ
く
、
将
来
の
大
き
な
希
望
に
生
き
、
現
在
の
苦
難
を
戦
ひ
ぬ
き
ま
せ
う
。



一
〇
五

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

　

6
「
魂
の
總
進
擊
」
は
、
次
に
挙
げ
る
、「
週
報
」
第
二
七
〇
号
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
日
号
）
表
紙
見
返
り
に
掲
げ
ら
れ
た
「
決
意
」
を

背
景
と
し
、
十
二
月
八
日
の
「
總
進
撃
」
を
意
図
し
た
字
句
と
推
測
さ
れ
る
。

事
態
が
如
何
に
な
ら
う
と
も

一
億
の
肚
は
決
つ
て
ゐ
る

断
乎
興
亜
の
大
業
に

邁
進
あ
る
の
み

　

7
「
世
界
の
黎
明
」
は
、「
魂
の
總
進
擊
」
の
結
果
と
い
う
こ
と
か
。
同
じ
在
籍
校
学
年
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
思
い
を
抱
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

8
「
七
生
以
報
君
恩
」
は
、
楠
木
正
成
兄
弟
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
七
度
ま
で
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
敵
を
滅
ぼ
し
国
の
た
め
に
働

く
こ
と
。「
戦
時
下
」
に
あ
っ
て
、「
滅
私
奉
公
」
と
し
て
「
国
に
尽
く
す
」
心
構
え
と
し
て
賞
揚
さ
れ
た
字
句
。

　

9
「
大
東
亞
共
榮
圏
」

　

22
「
日
満
支
共
榮
圏
」

　
「
大
東
亞
共
榮
圏
」
が
、「
週
報
」
の
表
紙
見
返
り
に
現
わ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
八
月
十
四
日
号
（
第
二
〇
〇
号
）。「
大
東
亞
共
榮
圏
の
確

立
へ
!
」
の
標
語
で
あ
っ
た
。「
大
東
亞
共
榮
圏
」
に
つ
い
て
、
こ
の
号
で
の
具
体
的
な
言
及
は
な
く
、
次
に
現
わ
れ
た
の
は
同
年
の
十
一
月

十
三
日
号
（
第
二
一
四
号
）
の
表
紙
見
返
り
に
「
大
東
亞
共
榮
圏
の
確
立
」
の
標
語
に
添
え
て
「
先
づ
日
満
支
三
国
の
経
済
提
携
」
の
文
言
が

添
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
明
示
さ
れ
た
。

　

同
号
に
は
「『
日
満
支
経
済
建
設
要
綱
』
決
定
す
」
の
記
事
が
「
内
閣
情
報
部
」
に
よ
り
掲
載
さ
れ
、
そ
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
次
の
様
に
宣



一
〇
六

言
さ
れ
た
。

　

世
界
新
秩
序
建
設
を
目
ざ
す
大
東
亜
共
榮
圏
の
確
立
と
い
ふ
皇
国
の
大
方
針
は
、
日
独
伊
三
国
条
約
の
締
結
に
よ
つ
て
新
た
な
る
段
階

に
入
つ
た
。
政
府
と
し
て
は
こ
の
事
態
に
照
応
す
べ
く
、
基
本
的
経
済
政
策
中
「
日
満
支
経
済
建
設
要
綱
」
を
過
日
の
閣
議
に
於
て
決
定

し
、
今
後
こ
の
方
針
に
基
づ
き
政
策
を
統
一
し
実
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

而
し
て
右
政
策
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
新
経
済
秩
序
観
に
基
づ
き
日
満
支
経
済
の
総
合
的
発
達
を
基
底
と
す
る
、
大
東
亜
共
榮
圏

の
飛
躍
的
前
進
を
計
画
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

　
「
大
東
亞
共
榮
圏
」
は
「
世
界
新
秩
序
建
設
」
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
「
日
満
支
経
済
の
総
合
的
発
達
を
基
底
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、

9
・
21
の
作
者
の
在
籍
校
は
、
同
じ
茨
城
県
槻
木
校
。「
大
東
亞
共
榮
圏
」
に
つ
い
て
の
授
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

11
・
23
「
キ
ミ
ガ
ヨ
」
は
、
第
一
学
年
の
第
四
教
材
で
、
十
一
月
の
字
句
。
尋
常
小
学
校
「
書
方
」
一
年
に
な
く
、「
芸
能
科
習
字
」
に
収
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
時
局
」
柄
の
字
句
と
し
た
。

　

12
「
皇
祖
皇
宗
遺
訓
」
は
、
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
公
布
さ
れ
た
「
教
育
勅
語
」
の
一
節
。「
尋
常
小
学
修
身
書　

巻
六
」
所
載
の

「
第
二
十
七　

教
育
に
関
す
る
勅
語
（
つ
ゞ
き
）」
に
「
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
」
の
字
句
が
見
え
る
。

　

13
「
皇
軍
武
運
長
久
」
は
、
出
征
兵
士
の
無
事
を
願
う
字
句
。
出
征
兵
士
へ
の
激
励
や
神
社
で
の
無
事
を
願
う
祈
願
の
字
句
。

　

14
「
八
紘
一
宇
東
亞
春
光
」
は
、「
八
紘
一
宇
」
に
「
東
亞
春
光
」
が
さ
す
と
う
い
う
意
味
か
。「
八
紘
一
宇
」
の
「
書
方
」
は
、
昭
和
十
六

年
二
月
十
二
日
（
水
・
第
一
三
六
七
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、「
八
紘
一
宇
」
の
字
句
が
「
週
報
」
に
初
め
て
現
わ
れ
た
の
は
、
第
七
十
六



一
〇
七

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

号
（
昭
和
十
三
年
三
月
三
十
日
号
）。
教
学
局
か
ら
「
八
紘
一
宇
の
精
神
」
と
題
し
て
七
頁
に
わ
た
っ
て
解
説
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
八
紘

一
宇
の
精
神
と
は
神
武
天
皇
奠
都
の
詔
の
中
の
「
八あ

め
の
し
た紘を
掩お
ほ

ひ
て
宇い
へ

と
為せ

む
。」
に
基
づ
く
、「
我
が
肇て
う

国こ
く

の
大
精
神
を
具
体
的
に
示
し
給
う
た

も
の
」
で
、
締
め
く
く
り
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
た
。

　

今
や
事
変
は
長
期
持
久
戦
に
入
つ
た
の
で
あ
る
。
銃
後
の
護
り
を
固
め
る
国
民
は
堅
忍
持
久
、
愈
々
奉
公
の
誠
を
致
し
、
真
に
国
民
精

神
総
動
員
の
実
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
茲
に
事
変
下
の
神
武
天
皇
祭
を
迎
ふ
る
に
当
り
、
神
武
創
業
の
大
精
神
を
体
し
て
更
に
国
民
の
覚

悟
を
新
に
し
、
一
致
団
結
以
て
皇
運
を
扶
翼
し
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
即
ち
八
紘
一
宇
の
大
精
神
を
宣
揚
す
べ
き
銃
後
国
民
に
課
せ
ら

れ
た
る
一
大
使
命
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
八
紘
一
宇
の
精
神
」
と
は
、「
神
武
創
業
の
大
精
神
」
で
あ
り
、「
今
次
の
支
那
事
変
」
に
お
け
る
御
旗
と
し
て
の
意
味
づ
け
が

さ
れ
た
。

　

惟
ふ
に
今
次
の
支
那
事
変
は
支
那
が
排
日
抗
日
を
事
と
し
て
反
省
し
な
い
た
め
、
已
む
を
得
ず
兵
を
出
し
て
こ
れ
を
撃
つ
た
の
で
あ
つ

て
、
支
那
の
悪
夢
を
醒
ま
さ
せ
、
我
が
肇
国
の
理
想
た
る
八
紘
一
宇
の
精
神
を
光
被
せ
し
め
て
真
に
提
携
の
実
を
挙
げ
、
東
亜
永
遠
の
平

和
を
確
立
し
、
更
に
こ
れ
を
世
界
に
及
ぼ
し
て
和
気
藹
々
た
る
一
家
の
如
き
世
界
平
和
を
樹
立
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

　
「
八
紘
一
宇
の
精
神
」
は
、「
支
那
の
悪
夢
を
醒
ま
さ
せ
」、「
東
亜
永
遠
の
平
和
を
確
立
し
」、
更
に
「
世
界
平
和
を
樹
立
せ
ん
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　

15
「
萬
國
度
皇
風
」

　

18
「
皇
朝
萬
葉
一
統
」

　

19
「
擧
國
一
致
藎
忠
報
國
」

　

15
「
萬
國
度
皇
風
」
は
、「
皇
風
」
す
な
わ
ち
天
皇
の
御
稜
威
が
、「
萬
國
」
に
行
き
わ
た
る
と
い
っ
た
意
味
で
も
あ
ろ
う
か
。
出
典
は
不
明
。



一
〇
八

　

18
「
皇
朝
萬
葉
一
統
」
は
、
吉
田
松
陰
の
「
士
規
七
則
」
の
一
節
。「
皇
朝
は
萬
葉
一
統
」
と
す
る
国
体
を
示
し
た
。

　

19
「
擧
國
一
致
藎
忠
報
國
」
は
、「
戦
時
下
」
に
お
け
る
基
本
的
な
心
構
え
。

　
「
皇
朝
萬
葉
一
統
」
で
あ
る
我
が
国
の
国
体
を
、「
八
紘
一
宇
」
と
し
、「
東
亞
」
に
「
春
光
」
を
も
た
ら
し
、「
萬
國
度
皇
風
」
と
す
る
た
め

に
「
擧
國
一
致
藎
忠
報
國
」
が
必
要
だ
と
す
る
字
句
と
も
理
解
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
同
じ
在
籍
校
で
の
投
稿
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
「
国
民
学
校
」
に
お
け
る
教
室
風
景
と
み
て
お
く
こ
と
も

で
き
る
が
、

14　

八
紘
一
宇
東
亞
春
光
（
秋
田
県
東
成
瀬
校
高
一
男
子
）

15　

萬
國
度
皇
風
（
茨
城
県
志
士
庫
高
二
男
子
）

18　

皇
朝
萬
葉
一
統
（
東
京
市
神
田
区
小
川
校
五
年
男
子
）

19　

擧
國
一
致
藎
忠
報
國
（
山
形
県
上
山
校
六
年
男
子
）

に
見
る
よ
う
に
、
児
童
の
在
籍
校
は
、
秋
田
・
山
形
か
ら
茨
城
・
東
京
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
「
国
民
学
校
」
で
の
時
局
教
育
の
結
果
が

字
句
に
現
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
勿
論
、
こ
の
地
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
「
国
民
学
校
」
に
共
通
す
る
教
育

内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

17
「
い
で
大
船
に
乗
出
し
て　

我
は
拾
わ
ん
海
の
富　

い
で
軍
艦
に
乗
り
組
み
て　

我
は
護
ら
ん
海
の
国
」
の
字
句
は
、
文
部
省
唱
歌
「
わ

れ
は
海
の
子
」
の
七
番
の
歌
詞
。「
小
学
国
語
読
本
巻　

十
一
」
の
「
第
十
五　

我
は
海
の
子
」
の
第
七
連
。

　

24
「
大
空
あ
ら
わ
し
」

　

30
「
ア
ラ
ワ
シ
」



一
〇
九

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

　
「
あ
ら
わ
し
」「
ア
ラ
ワ
シ
」
は
、「
荒
鷲
」。
戦
闘
機
で
、
陸
軍
は
「
陸
鷲
」、
海
軍
は
「
海
鷲
」。「
少
國
民
新
聞
」
昭
和
十
七
年
一
月
十
八
日

第
一
面
（
日
・
第
一
六
五
七
号
）
で
は
、「
海
鷲
・
陸
鷲
協
力
で
三
十
三
機
撃
墜
破
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
方
面
で
」
の
見
出
し
で
、「
戦
闘
機
と
爆
撃

機
よ
り
な
る
陸
鷲
部
隊
」
と
「
海
鷲
部
隊
」
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
爆
撃
を
行
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
た
り
、
同
じ
く
一
月
二
十
五
日
第
一
面

（
日
・
第
一
六
六
三
号
）
で
も
「
海
鷲
部
隊
も
十
九
回
目
の
猛
爆
撃
」
の
見
出
し
を
躍
ら
せ
て
い
た
。「
あ
ら
わ
し
」「
ア
ラ
ワ
シ
」
は
、
児
童
に

と
っ
て
、
頼
も
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。

25
「
へ
い
た
い
さ
ん
」

26
「
か
ち
ど
き
」

　
「
へ
い
た
い
さ
ん
」
が
「
か
ち
ど
き
」
を
挙
げ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
戦
時
下
」。

　

28
「
防
火
防
犯
銃
後
の
務
」
は
、「
防
火
防
犯
」
が
「
決
戦
下
」
に
お
け
る
「
銃
後
の
務
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　

直
前
期
の
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
七
日
（
水
、
第
一
六
二
九
号
）
に
、「
起
て
よ
國
民
火
災
豫
防
に
」（
茨
城
県
古
渡
第
一
校
高
一
女
子
）
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、「
少
國
民
新
聞
」
は
、
十
月
十
四
日
（
火
・
第
一
五
五
七
号
二
面
）
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
、
消
火
訓
練
の
写
真
と
共
に

掲
載
し
た
。

　
　
　

恐
く
な
い
ぞ
空
襲

　
　
　
　
　

こ
の
訓
練
さ
へ
あ
れ
ば

　

防
空
訓
練
の
第
二
日
の
十
三
日
朝
、
荒
川
区
尾
久
西
校
で
、
先
生
も
生
徒
も
総
動
員
の
実
戦
そ
の
ま
ゝ
の
壮
烈
な
訓
練
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
記
事
に
は
、
避
難
命
令
で
教
室
か
ら
避
難
す
る
生
徒
た
ち
の
写
真
と
、
も
う
一
葉
に
「
敵
の
焼
夷
弾
で
燃
上
る
校
舎
を
守
る
、
先
生
方

の
訓
練
で
す
。
さ
し
も
の
猛
火
も
見
事
に
消
え
て
行
き
ま
し
た
」
と
説
明
文
。
こ
う
し
た
焼
夷
弾
に
よ
る
火
災
予
防
訓
練
は
、「
銃
後
」
の
そ
こ



一
一
〇

か
し
こ
の
学
校
で
、
町
内
で
実
施
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
週
報
」
第
二
七
一
号
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
七
日
号
）
は
、「
決
戦
下
国
民
の
心
構
へ
」
を
掲
載
し
、「
防
火
用
具
の
整
備
」
を
挙

げ
、「
戦
時
下
の
犯
罪
」
へ
の
「
心
構
へ
」
を
説
い
た
。

　
「
防
火
用
具
の
整
備
」
は
、「
防
空
」
へ
の
「
心
構
へ
」
で
あ
り
、「
防
火
器
具
、
防
火
用
具
な
ど
も
直
ぐ
つ
か
へ
る
や
う
に
準
備
し
て
お
か
ね

ば
ら
な
ら
ぬ
が
、
常
に
『
今
焼
夷
弾
が
落
ち
た
ら
』
と
い
ふ
こ
と
を
念
頭
に
、
実
際
的
な
準
備
を
進
め
て
い
た
ゞ
き
た
い
」
と
要
請
し
た
。

　
「
戦
時
下
の
犯
罪
」
に
お
い
て
は
、「
戦
時
下
、
灯
火
管
制
や
警
備
の
不
十
分
に
乗
じ
て
行
わ
れ
る
窃
盗
強
盗
及
び
陋
劣
な
犯
罪
」
を
行
う
こ

と
は
「
非
国
民
と
弾
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
」
行
為
で
、「
銃
後
の
足
並
み
を
乱
す
」
も
の
と
し
て
戒
め
ら
れ
た
。

　

29
・
32
「
戰
爭
軍
旗
大
砲
」
は
、
将
に
、
戦
争
に
関
す
る
字
句
。
三
年
生
一
月
の
第
二
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
時
局
的
字
句
。「
小
学
書
方

手
本　

第
三
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
字
句
。

　

34
「
一
票
報
國
翼
賛
選
擧
」
は
、
大
政
翼
賛
会
が
募
集
し
た
翼
賛
選
挙
の
た
め
の
標
語
に
応
募
し
た
字
句
で
あ
っ
た
か
。
昭
和
十
七
年
三
月

十
日
に
発
表
さ
れ
た
一
等
は
「
大
東
亜
築
く
力
だ
こ
の
一
票
」。

三　

昭
和
十
七
年
第
一
四
半
期
の
時
局
柄
以
外
を
字
句
と
す
る
「
書
方
」

　

第
一
四
半
期
「
書
方
」
は
、
二
六
六
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
、
字
句
に
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
の
は
、
三
四
作
品
。

　

で
は
、
時
局
柄
色
を
纏
わ
な
い
作
品
二
三
二
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
字
句
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
字
句
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

　

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
字
句
を
、
挙
げ
て
見
る
。

姫
路
城
天
守
閣　
　
　
　
　

	

（
一
七
点
）

千
鳥
破
風
亂
舞　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（
一
七
点
）

日
本
刀
大
和
魂　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（
一
一
点
）

東
海
丸
乗
組
員　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（　

七
点
）

南
極
海
捕
鯨
船　
　
　
　
　
　

	

（　

七
点
）

乃
木
大
將
旅
順
開
城　

	

（　

七
点
）

遺
物
國
寶
史
蹟　
　
　
　

	

（　

六
点
）

日
本
一
富
士
山　
　
　
　
　

	

（　

六
点
）

追
羽
子
雪
合
戰　
　
　
　
　
　

	

（　

五
点
）

粉
ゆ
き
銀
世
界　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（　

五
点
）

霜
枯
れ
山
茶
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（　

五
点
）

長
谷
觀
音
大
佛　
　
　
　
　
　
　
　

	

（　

五
点
）

さ
む
ぞ
ら
ゆ
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
（　

四
点
）

廣
野
原
冬
景
色　
　
　
　

	
（　

四
点
）

東
岸
西
岸
之
柳
遅
速
不
同
南
枝
北
枝
之
梅
開
落
已
異	

（　

四
点
）

　
「
姫
路
城
天
守
閣
」（
一
七
点
）
は
、
六
年
生
の
十
二
月
に
配
置
さ
れ
た
字
句
。『
習
字
精
義
』
に
よ
れ
ば
、
尋
常
小
学
校
「
小
学
国
語
読
本　

巻
十
二
」
の
「
第
十
、
姫
路
城
」
に
取
材
し
た
〈
郷
土
的
教
材
〉
で
、
冒
頭
の
一
節
「
大
手
の
門
か
ら
は
い
る
と
、
姫
路
城
の
天
守
閣
は
、
姫



一
一
二

山
の
老
松
の
上
に
、
其
の
正
面
を
見
せ
る
」
に
よ
る
字
句
。「
小
学
書
方
手
本　

第
六
学
年
下
」
か
ら
「
国
民
学
校
」
の
「
芸
能
科
習
字
」
へ
と

引
き
継
が
れ
た
。

　
「
千
鳥
破
風
亂
舞
」（
一
七
点
）
も
、「
姫
路
城
天
守
閣
」
と
同
じ
「
小
学
国
語
読
本　

巻
十
二
」
の
「
第
十
、
姫
路
城
」
に
取
材
し
た
字
句
で
、

六
年
生
の
十
二
月
の
第
二
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
。『
習
字
精
義
』
に
よ
れ
ば
、「
読
本
」
の
一
節
、「
み
や
び
や
か
な
唐
破
風
、
す
つ
き

り
し
た
千
鳥
破
風
、
そ
れ
ら
が
上
下
に
重
な
り
、
左
右
に
並
び
、
千
鳥
が
け
に
入
り
ち
が
ふ
さ
ま
は
、
ま
さ
に
い
ら
か
の
乱
舞
と
い
ひ
た
い
」

か
ら
抽
出
さ
れ
た
字
句
。「
小
学
書
方
手
本　

第
六
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
字
句
。
直
前
期
で
は
五
作
品
の
掲
載
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
も

大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
姫
路
城
天
守
閣
」
と
「
千
鳥
破
風
亂
舞
」
の
二
つ
の
字
句
の
作
品
が
、
大
幅
に
増
加
し
た
の
は
、
両
字
句
が
、
十
二
月
の
配
置
に
あ
り
、
こ

の
字
句
の
習
熟
に
よ
っ
て
投
稿
が
増
加
し
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
「
日
本
刀
大
和
魂
」（
一
一
点
）
は
六
年
生
の
十
月
第
二
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
字
句
で
、「
小
学
国
語
読
本　

巻
十
一
」
の
「
第
二
十
八　

日
本
刀
」
に
関
連
し
て
の
字
句
。『
習
字
精
義
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
字
句
は
、〈「
読
本
」
の
「
日
本
刀
」
の
課
に
連
関
せ
る
日
本
精
神
を
象
徴
す

る
文
句
〉。「
読
本
」
に
は
、「
大
和
魂
」
の
語
句
は
見
え
な
い
が
、「
刀
は
武
士
の
魂
で
あ
る
。
古
の
武
士
は
、
寸
時
も
こ
れ
を
身
辺
か
ら
は
な

さ
な
か
つ
た
。
今
の
軍
人
も
、
軍
刀
に
は
皆
こ
れ
を
用
ひ
る
」
で
あ
り
、「
刀
は
武
士
の
魂
」
か
ら
の
類
推
と
い
う
こ
と
か
、
と
あ
る
。

　
「
東
海
丸
乗
組
員
」
の
七
点
は
、
六
点
が
五
年
生
で
、
六
年
生
が
一
点
。
五
年
生
十
二
月
の
第
一
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
。「
小
学
国
語
読

本　

巻
十
」
の
「
第
十
三
、
久
田
船
長
」
に
取
材
し
た
字
句
で
、「
小
学
書
方
手
本　

第
五
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
。

　
「
南
極
海
捕
鯨
船
」（
七
点
）
も
、
六
点
が
五
年
生
で
、
六
年
生
が
一
点
。
五
年
生
の
一
月
第
二
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
。「
小
学
国
語
読
本　

巻
十
」
の
「
第
十
八
、
南
極
海
に
鯨
を
追
ふ
」
に
取
材
し
た
字
句
で
、「
小
学
書
方
手
本　

第
五
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
。

　
「
乃
木
大
將
旅
順
開
城
」
の
七
点
は
、
六
点
が
五
年
生
で
、
高
等
科
二
年
生
が
一
点
。
五
年
生
二
月
の
第
一
字
句
と
し
て
配
置
。「
小
学
国
語

読
本　

巻
十
」
の
「
第
十
五
、
水
師
営
の
会
見
」
に
取
材
し
た
字
句
で
、「
小
学
書
方
手
本　

第
五
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
。



一
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三

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
二
三
）

「
遺
物
國
寶
史
蹟
」（
六
点
）
は
、「
小
学
書
方
手
本　

第
六
学
年
下
」
に
収
載
。
直
前
期
で
は
七
点
の
掲
載
。『
習
字
精
義
』
で
は
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
な
い
字
句
。

「
日
本
一
富
士
山
」（
六
点
）
の
字
句
は
、
三
年
生
十
二
月
の
第
二
字
句
と
し
て
配
置
。「
小
学
書
方
手
本　

第
三
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
。

『
習
字
精
義
』
に
よ
れ
ば
、「
新
年
試
筆
に
相
応
し
い
文
句
で
、
書
初
教
材
で
あ
る
。
随
つ
て
学
校
で
は
一
通
り
指
導
し
て
お
い
て
、
冬
休
み
の

宿
題
と
な
し
、
家
庭
で
銘
々
新
年
の
試
筆
を
作
ら
せ
た
い
」
と
あ
る
。

「
長
谷
觀
音
大
佛
」（
五
点
）
の
字
句
は
、「
小
学
書
方
手
本　

第
六
学
年
下
」
に
収
載
。『
習
字
精
義
』
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
字
句
。

「
追
羽
子
雪
合
戰
」（
五
点
）
は
、
五
年
生
一
月
の
第
一
字
句
に
配
置
。「
小
学
書
方
手
本　

第
五
学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
字
句
だ
が
、
第

一
四
半
期
に
お
け
る
季
節
柄
の
字
句
で
も
あ
る
。『
習
字
精
義
』
に
よ
れ
ば
、「
正
月
に
於
け
る
女
児
や
男
児
の
楽
し
い
遊
び
を
表
し
た
文
句
」。

「
粉
ゆ
き
銀
世
界
」（
五
点
）
の
字
句
は
、「
小
学
書
方
手
本　

第
四
学
年
下
」
に
収
載
。
こ
れ
も
季
節
柄
の
字
句
。『
習
字
精
義
』
で
は
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
字
句
。

「
霜
枯
れ
山
茶
花
」（
五
点
）
の
字
句
は
、
五
年
生
十
一
月
の
第
二
字
句
と
し
て
配
置
。
初
冬
の
季
節
教
材
で
あ
り
、「
小
学
書
方
手
本　

第
五

学
年
下
」
か
ら
引
き
継
い
だ
字
句
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、「
少
年
よ
大
志
を
抱
け
」（
四
点
）
と
「
濱
千
鳥
有
明
月
」（
四
点
）
が
、
季
節
柄
の
字
句
作
品
と
し
て
、「
さ
む
ぞ
ら
ゆ

き
」（
四
点
）、「
廣
野
原
冬
景
色
」（
四
点
）
が
あ
っ
た
。

一
方
、
直
前
期
に
は
、「
燈
火
親
し
む
頃
」「
秋
空
髙
し
牧
場
の
朝
」「
学
校
運
動
勉
強
」「
青
空
と
ん
ぼ
釣
」「
十
五
夜
枝
ま
め
」「
栗
拾
ひ
た
け

狩
」
な
ど
の
、
数
多
く
の
字
句
が
季
節
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
第
一
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。



一
一
四

四　

昭
和
十
七
年
第
一
四
半
期
「
書
方
」
の
概
括

「
書
方
」
の
昭
和
十
七
年
第
一
四
半
期
で
は
、
二
六
六
作
品
中
三
四
（
約
一
二
・
七
九
%
）
の
作
品
に
、「
戦
時
下
」
の
時
局
柄
を
内
容
と
す

る
字
句
作
品
が
見
ら
れ
た
が
、
直
前
期
で
あ
る
昭
和
十
六
年
第
四
四
半
期
で
は
、
掲
載
さ
れ
た
二
九
五
作
品
中
二
七
作
品
（
約
九
・
二
%
）
で

あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
掲
載
数
で
は
二
九
作
品
減
少
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
局
を
内
容
と
す
る
字
句
作
品
は
増
加
し
、
掲
載
作
品
に
占
め
る
割
合
も
、

直
前
の
第
四
四
半
期
を
超
え
る
結
果
を
見
せ
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
直
前
期
の
十
二
月
八
日
に
開
戦
と
な
っ
た
「
大
東
亜
戦
争
」
の
、
そ
の
後
の
戦
域
拡
大
と
戦
果
の
喧
伝
で
あ
ろ
う
し
、

教
室
に
お
け
る
「
教
育
」
も
あ
っ
て
、
十
七
年
第
一
四
半
期
に
字
句
と
し
て
の
投
稿
が
増
加
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
時
局
柄
の
字
句
以
外
の
作
品
で
は
、
尋
常
小
学
校
の
「
小
学
書
方
手
本
」
に
収
載
さ
れ
て
い
た
手
本
の
字
句
作
品
で
あ
り
、
そ
の
字

句
に
し
て
も
、
学
年
配
当
月
で
の
学
習
に
関
連
す
る
作
品
で
あ
り
、
投
稿
す
る
季
節
柄
の
字
句
が
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

傾
向
は
、
直
前
期
と
同
様
の
展
開
と
い
え
る
が
、
学
年
配
当
月
で
の
学
習
に
関
連
す
る
作
品
と
し
て
、
高
等
科
二
年
生
の
和
漢
朗
詠
集
の
字
句

「
東
岸
西
岸
之
柳
遅
速
不
同
南
枝
北
枝
之
梅
開
落
已
異
」
が
四
点
掲
載
さ
れ
、
そ
の
習
熟
度
の
高
さ
を
見
せ
て
い
た
。

	

（
二
〇
一
五
・
一
・
一
四
）


